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5 雇用の実際例

～ヘルパー派遣・生協～

J社
【事業所概要】

高齢者や障害者を対象にヘルパー派遣や生活支援等

を14年前から開始し、平成12年に正式に生活協同組

合(組合員600名程)になりました。

【雇用人数】

ヘルパーは70名で、うち、精神障害者は2名。

【精神障害者の作業内容】

身体障害者(重度障害や視覚障害等)へのホームヘル

プが中心で、宅配弁当の配達も行っています。

ヘルパーは、視覚障害の方の家事援助と重度障害者

の身体介護が中心です。

最初は、ベテランのヘルパーと一緒に行き、慣れれ

ば一人で行くようになりました。

【雇用状況】

賃金は時給月給制。時給は800円で、時間外の場合

は1,000円。

水曜・木曜の2日間が休みで、祝祭日も含めてその

他の日は毎日勤務です。

【採用】

以前、当社は食品製造を行っていましたが、閉鎖に

なり、そのとき従業員として働いていた人がそのまま

ヘルパー業務に移行して現在にいたっています。

もう一人は、病院からの紹介で採用しました。

【勤務状況】

精神障害者は2名とも女性で、一人は4年間、もう

一人は1年間雇用しています。4年働いている人は、

ホームヘルパー2級の資格を持っています。

介護対象の身体障害の方には精神障害者であること

を特に話していません。

ヘルパー業務での大きなトラブルはなく、むしろ依

頼者の信頼が厚い状況です。仮に何かあれば、ヘルパー

責任者(専務理事)が対応するので、安心して仕事をや

るように話しています。

以前はよく相談の電話をしてきましたが、最近は落

ち着いたのでほとんどありません。

【日常生活】

事業所は、社会適応訓練事業の委託事業所でもある

ので、弁当づくりなどに精神障害者が訓練として複数

来ています。そのため、保健婦、病院ワーカーが事業

所によく出入りしていますので、2人にとっては安心

して働けるとともに生活面での相談もできる環境にあ

ります。
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